
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者懇談会 

 

入舎歓迎会 

 

PTA 清掃活動 

 

保護者懇談会・体験会 

 

 

 

ハッピーカーニバル 

 

 

 

PTA 清掃活動 

 

保護者懇談会 

 

 

 

おわかれ会 

 

保護者懇談会 

※上記の行事の他に、「社会体験活動」「各コース活動」など楽しい行事があります。 

※クイズの答え：カメムシは７匹です。 

 

見学・相談会 

○寄宿舎では、見学・相談会を実施しております。どんなことでもご相談ください。 

※随時お受けいたしますので、下記の連絡先までご連絡ください。 

【対象者】 

○本校通学生及び来年度入学予定の新小学部５年生～新高等部３年生 

○人数が多い場合は、相談の上、調整させていただきます。見学・相談会には、原則、保護者の付き 

添いが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県立月ヶ岡特別支援学校寄宿舎 

所在地 三条市月岡４９３５ 

電 話 ０２５６－３３－５８８４ 

ＦＡＸ ０２５６－３３－５５７５ 

 

行事予定 

 

 

 ～起床から登校まで～ 

6：30 起床、身支度、洗面、清掃      

7：10 体操               

7：15 配膳               

7：30 朝食                   

8：00 歯磨き、登校準備        

8：45 登校              

                    

                       

                      

寄宿舎の一日 
～下校から就寝まで～ 

14：30 小学部下校 

15：00 中学部下校 

15：10 高等部下校 

    おやつ、入浴 

16：50 集会 

17：00 配膳 

17：30 夕食 

18：00 歯磨き、入浴 

    就寝準備、自由時間 

21：00 就寝（2コース）  

22 :00 就寝（1コース） 

 

 

 

                    

                       

                      

新潟県立月ヶ岡特別支援学校 



【1 コース】 

卒業後の自立した生活に向けての取組 

○家庭やグループホーム、一人暮らし等の生活に必要なス

キルとコミュニケーションスキルの向上に努めます。 

○自立した生活を意識し、自ら考え判断し主体的に行動し

たり生活したりする力の向上に努めます。 

【２コース】 

基本的生活習慣の確立と集団生活を通したコミュニケーシ

ョンスキルの向上への取組 

○基本的生活習慣の知識、スキルの定着を図るため、個別に

応じた指導・支援の充実に努めます。 

○集団生活で、自分の役割を見つけながらいろいろなこと

に挑戦し、「できる」経験を積めるように支援します。 

る。 生活指導 

【くらす指導】 

○着替えや手洗い、食事などの基本的生活

習慣の定着や挨拶やルール・マナーなど

の社会生活に必要な内容を実際的な場面

において学習します。 

【こころとからだ指導】 

○生活で活用する ICT機器の安全な利用と

利便性のある設定、ルールとその活用を

学びます。 

○食育指導や歯磨き指導など、児童生徒の

健康に関する指導を設定し、健康の保持

増進と活力ある生活を送るための基礎を

学びます。 

余暇指導 

○日々の生活の中で、新しい余暇の発見や

余暇選択ができるように環境整備を行っ

ています。 

○人と関わる楽しさや余暇の充実を目指し

少人数の活動や集団活動ができるように

場面を設定しています。 

○コースや各棟で、子供たちが中心となっ

て計画、準備、運営ができるように支援を

行っています。 

 

寄宿舎ってどんなところ？ 

■基本的生活習慣の定着や生活スキルの向上を目指します。また、遠距離や 

交通事情により通学が難しい場合にご利用いただける教育施設です。 

■規則正しい生活リズムは、成長期の子供たちの「こころ」と「からだ」を 

作る大切な基盤となります。そのため日課があり、日課に沿って生活をします。 

■学校とつながった構造の建物になっています。天候を気にせず、安心して 

登下校ができます。また、学校施設で活動することができます。 

■学校職員と情報交換と共有を緊密に行い、子供たちの成長に向けて 

共に支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

寄宿舎の運営方針 

○集団生活、異年齢の関わりの中で、自信をもって生き生きと生活できるように支援します。 

○卒業後の自立した生活に向けて、個々の実態に応じながら生活の知識や技能の定着を図ることができるように支援します。 

○児童生徒が主体となり、集団生活のルールやマナーを守りながら役割を果たすことができるように支援します。 

 

安全指導 

○寄宿舎では年に２回避難訓

練を実施しています。子供た

ちの防災意識や避難意識を

高めるために、安全指導を定

期的に設けています。また、

指導員一同、防災、減災に向

けて研修や日々の安全点検

を行い、安心・安全な寄宿舎

運営に努めています。 

自治指導 

○ハッピーカーニバルやおわ

かれ会では、実行委員会を設

け、児童・生徒が主体的に計

画、実行できるように支援を

します。 

○児童・生徒の「やりたい！」

という気持ちを尊重した行

事となるよう支援をします。 

※クイズ：カメムシは何匹いるでしょうか？ 


